
令 和 ２ 年 ３ 月 ９ 日

長 崎 県 林 政 課

林地開発許可申請の手引き（令和２年５月）の主な改正点について

林地開発許可申請の手引き（令和２年５月）の主な改正点は下記のとおりです。

記

１．「開発行為の許可基準の運用細則について」の改正に伴う改正

①．盛土の許可基準の追加

・一層の仕上がり厚を３０ｃｍ以下とし、その層ごとに締め固めを行うこと。

・必要に応じて雨水･地表水・地下水の排水施設を講じること。

②．残置森林等の技術基準の変更

・開発行為の目的において、既存の「工場・事業場の設置」の再生可能エネルギーの枠組みから

太陽光発電を除外。

２．「太陽光発電施設の設置を目的とした開発行為の許可基準の運用細則について」の制定に伴う太陽光

発電施設の設置に関する許可基準の追加

①．開発行為の目的における「太陽光発電施設の設置」の新設

②．事業終了後の措置

③．災害防止の要件（自然斜面への設置、排水施設の能力・構造）

④．環境保全の要件（残置森林の配置）

⑤．その他配慮事項（住民説明会の実施、景観への配慮）

３．「開発行為における一体性の判断基準」の制定

①．開発行為の一体性について、「場所」、「時期」、「人格」の各項目における判断基準を設定。

②．各項目においてそれぞれ一つ以上該当し、かつ、共同性及び計画の一体性があると認められる

場合に「一体性を有する開発行為」とした。

４．その他

・関係例規の文言及び様式等の修正

※ 詳細については、「林地開発許可申請の手引き（令和２年５月 長崎県農林部林政課）」をご確認ください。


